
  

富 山 市 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り 推 進 条 例  

 

富 山 市 条 例 第 ２ ４ 号 

平 成 ２ ３ 年 ７ 月  １ 日 施 行  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り に つ い て 基 本 理 念 を 定 め 、  

並 び に 市 、 市 民 及 び 事 業 者 等 の 責 務 を 明 ら か に す る と と も に 、 安 全 で 安  

心 な ま ち づ く り を 推 進 す る た め の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、

市 、 市 民 及 び 事 業 者 等 が 一 体 と な っ て 犯 罪 の 防 止 の た め の 活 動 及 び 犯 罪  

の 防 止 に 配 慮 し た 環 境 の 整 備 に 取 組 み 、 も っ て 市 民 が 安 全 で 安 心 し て 暮  

ら せ る 地 域 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に  

定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 市 民  市 内 に 住 所 を 有 す る 者 、 市 内 に 存 す る 事 務 所 又 は 事 業 所 に 勤  

務 す る 者 、 市 内 に 存 す る 学 校 に 在 学 す る 者 及 び 市 内 に 滞 在 す る 者 を い

う 。  

(2) 事 業 者  市 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 個 人 及 び 法 人 そ の 他 の 団  

体 を い う 。  

(3) 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り  市 民 又 は 事 業 者 に よ る 市 内 で の 犯 罪 の 防  

止 の た め の 自 主 的 な 活 動 （ 以 下 「 自 主 防 犯 活 動 」 と い う 。 ） 及 び 市 、  

市 民 又 は 事 業 者 等 に よ る 犯 罪 の 防 止 に 配 慮 し た 環 境 の 整 備 そ の 他 犯 罪  

の 防 止 の た め の 必 要 な 取 組 み を い う 。  

 

（ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  安 全 で 安 心 な ま ち づ く り は 、 市 民 一 人 一 人 が 社 会 規 範 の 遵 守 を 図

り 、 お 互 い が 支 え あ う き ず な の あ る 地 域 社 会 の 形 成 を 基 本 と し 、 自 ら の  

地 域 は 自 ら で 守 る と い う 認 識 の も と 、 市 、 市 民 及 び 事 業 者 等 が そ れ ぞ れ  

の 責 務 を 果 た し つ つ 、 相 互 に 連 携 し 、 及 び 協 力 し て 推 進 す る も の と す る 。  

 

（ 市 の 責 務 ）  

第 ４ 条  市 は 、 前 条 に 定 め る 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り に つ い て の 基 本 理 念

（ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ） に の っ と り 、 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り の  

推 進 に 関 す る 行 動 計 画 （ 以 下 「 行 動 計 画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 こ れ に  

基 づ く 施 策 を 実 施 す る も の と す る 。  

２  市 は 、 行 動 計 画 に 基 づ く 施 策 の 実 施 に 当 た っ て は 、 国 、 県 、 市 民 及 び  

事 業 者 と の 連 絡 調 整 を 緊 密 に 行 う も の と す る 。  

３  市 は 、 市 民 及 び 事 業 者 に 対 し て 、 犯 罪 の 防 止 に 関 す る 情 報 の 提 供 及 び  

啓 発 を 行 う も の と す る 。  

 

（ 市 民 及 び 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ５ 条  市 民 及 び 事 業 者 は 、 自 ら 積 極 的 に 安 全 の 確 保 に 努 め る と と も に 、  

基 本 理 念 に の っ と り 、 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り を 推 進 す る よ う に 努 め る  

も の と す る 。  

２  市 民 及 び 事 業 者 は 、 行 動 計 画 に 基 づ く 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の  

と す る 。  

 

（ 土 地 所 有 者 等 の 責 務 ）  

第 ６ 条  市 内 に 土 地 、 建 物 そ の 他 の 工 作 物 を 所 有 し 、 占 有 し 、 又 は 管 理 す  

る 者 （ 以 下 「 土 地 所 有 者 等 」 と い う 。 ） は 、 そ の 所 有 し 、 占 有 し 、 又 は  

管 理 す る 土 地 、 建 物 そ の 他 の 工 作 物 に お い て 市 民 の 安 全 の 確 保 及 び 犯 罪  

の 防 止 の た め の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

２  土 地 所 有 者 等 は 、 行 動 計 画 に 基 づ く 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と  

す る 。  

 

（ 防 犯 設 備 の 設 置 等 ）  

第 ７ 条  市 は 、 道 路 、 公 園 そ の 他 施 設 の 整 備 又 は 管 理 を す る に 当 た っ て は 、

防 犯 灯 、 防 犯 カ メ ラ （ 犯 罪 の 防 止 を 目 的 と し て 設 置 さ れ る 映 像 機 器 で 画  

像 表 示 装 置 及 び 録 画 装 置 を 備 え る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 犯 罪  

の 防 止 の た め の 設 備 （ 以 下 「 防 犯 設 備 」 と い う 。 ） を 設 置 す る よ う 努 め  

る も の と す る 。  

 



  

２  市 は 、 防 犯 設 備 を 設 置 す る 場 合 に は 、 個 人 の 権 利 利 益 を 不 当 に 害 す る  

こ と の な い よ う 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 自 主 防 犯 団 体 へ の 支 援 ）  

第 ８ 条  市 は 、 市 民 又 は 事 業 者 で 組 織 さ れ た 自 主 防 犯 活 動 を 行 う 団 体 （ 以  

下 「 自 主 防 犯 団 体 」 と い う 。 ） に 対 し て 、 当 該 自 主 防 犯 団 体 の 活 動 が 適  

切 か つ 効 果 的 な も の と な る よ う 、 助 言 そ の 他 必 要 な 支 援 を 行 う も の と す

る 。  

 

（ 高 齢 者 等 の 安 全 確 保 ）  

第 ９ 条   市 は 、 高 齢 者 、 障 害 者 、 幼 児 、 児 童 、 生 徒 そ の 他 犯 罪 に よ る 被 害  

を 受 け る お そ れ が 高 い 者 （ 以 下 「 高 齢 者 等 」 と い う 。 ） が 犯 罪 に よ る 被  

害 を 受 け な い よ う に す る た め の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す

る 。  

２  市 民 及 び 事 業 者 は 、 高 齢 者 等 が 犯 罪 に よ る 被 害 を 受 け な い よ う に す る  

た め の 必 要 な 配 慮 を す る よ う 努 め る も の と す る 。  

 

（ 無 施 錠 被 害 の 防 止 対 策 ）  

第 １ ０ 条   自 転 車 又 は 自 動 車 （ 以 下 「 自 転 車 等 」 と い う 。 ） の 使 用 者 は 、  

自 転 車 等 を 駐 車 す る と き は 、 当 該 自 転 車 等 の 施 錠 に 努 め る も の と す る 。  

２  自 転 車 等 の 駐 車 場 の 管 理 者 は 、 当 該 駐 車 場 に 自 転 車 等 を 駐 車 す る 者 に  

当 該 自 転 車 等 に 施 錠 す る こ と を 促 す 看 板 の 設 置 、 書 面 の 配 布 そ の 他 必 要  

な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

３  市 民 及 び 事 業 者 は 、 自 己 の 家 屋 、 事 務 所 又 は 事 業 所 の 施 錠 に 努 め る も  

の と す る 。  

 

（ 万 引 き の 防 止 対 策 ）  

第 １ １ 条  市 、 市 民 及 び 事 業 者 は 、 万 引 き （ 刑 法 （ 明 治 ４ ０ 年 法 律 第 ４ ５

号 ） 第 ２ ３ ５ 条 に 規 定 す る 窃 盗 罪 で あ り 、 店 舗 等 に お い て 客 を 装 い 商 品  

を 窃 取 す る 行 為 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 許 さ な い 社 会 機 運 の 醸 成 の た め  

の 啓 発 及 び 万 引 き を さ せ な い 環 境 づ く り に 努 め る も の と す る 。  

 

（ 犯 罪 被 害 者 等 へ の 支 援 ）  

第 １ ２ 条  市 は 、 犯 罪 に よ る 被 害 を 受 け た 者 及 び そ の 家 族 又 は 遺 族 （ 以 下

「 犯 罪 被 害 者 等 」 と い う 。 ） に 対 し 、 犯 罪 被 害 者 等 基 本 法 （ 平 成 １ ６ 年  

法 律 第 １ ６ １ 号 ） に 基 づ き 、 犯 罪 被 害 者 等 を 支 援 す る 活 動 を 行 う 団 体 と  

連 携 し 、 必 要 な 支 援 を 行 う も の と す る 。  

 

（ 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り 推 進 月 間 の 設 定 ）  

第 １ ３ 条  市 は 、 市 民 及 び 事 業 者 の 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り に 対 す る 関 心  

及 び 理 解 を 深 め る た め 、 富 山 市 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り 推 進 月 間 を 設 け 、

そ の 趣 旨 に ふ さ わ し い 取 組 み を 行 う も の と す る 。  

 

（ 富 山 市 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り 推 進 協 議 会 の 設 置 等 ）  

第 １ ４ 条  安 全 で 安 心 な ま ち づ く り を 推 進 す る た め 、 富 山 市 安 全 で 安 心 な  

ま ち づ く り 推 進 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

２  協 議 会 は 、 行 動 計 画 の 策 定 、 変 更 そ の 他 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り の 推  

進 に 関 す る 事 項 に つ い て 調 査 審 議 し 、 及 び 市 長 に 意 見 を 述 べ る こ と が で  

き る 。  

３  協 議 会 は 、 委 員 ２ ０ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

４  委 員 は 、 市 民 、 学 識 経 験 を 有 す る 者 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 の う  

ち か ら 、 市 長 が 委 嘱 す る 。  

５  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合 に お け る 補 欠  

の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 

（ 委 任 ）  

第 １ ５ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  

   

 附  則  

こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ３ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


